
- 7 - 

 

 

 

計画名 該当箇所 

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

（平成 15 年法律第 130 号）第８条第１項に基づく

都道府県行動計画 

第３章 施策の展開方向 

主に「施策の柱１」 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律

第 117 号）第 21 条第３項に基づく地方公共団体実

行計画（区域施策編） 

※同法第 21 条第６項に規定する促進区域の設定に関

する基準は、別冊「地球温暖化対策の推進に関する法

律に基づく促進区域の設定に関する基準」に定める。 

第３章 施策の展開方向 

主に「施策の柱２」「施策の柱３」 

気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）第 12 条

に基づく地域気候変動適応計画 

第３章 施策の展開方向 

主に「施策の柱２」 

生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）第 13

条第１項に基づく生物多様性地域戦略 

第３章 施策の展開方向 

主に「施策の柱５」 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律

第 117 号）第 21 条第１項に基づく地方公共団体実

行計画（事務事業編） 
【山形県環境保全率先実行計画】 

第４章４「県の事務事業における

温室効果ガスの削減」 

 

 

 

改正後イメージ 
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山形県環境計画と各種計画との関係 

 


